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ぐんま住まいの相談センター

居住支援

　Q：ご相談内容

住む家を探している。家族が亡くなり、相続の関係で家を出ていかなくては
ならなくなった。連帯保証人のあてもなく、お金もあまりない。場所はこだ
わらない。

A：回答

公営住宅ですと収入に応じて家賃が決まることとなります。公営住宅であれ
ば、公社の窓口（各支所の窓口）へ相談にみえてはと考えます。一般の賃貸
住宅を希望するなら、居住支援協議会に登録している機関等を紹介できま
す。居住支援法人であれば部屋を探す時に同行してもらえる場合もありま
す。インターネット等ご覧になれれば「群馬安心賃貸ネット」というウェブ
サイトがありますので、各種条件を入れて検索することができます。
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